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（１）南アルプストンネルの計画及び工事概要 

 １）影響の回避又は低減を踏まえた施設計画 

・まず、環境影響を回避又は低減させるという観点から施設計画及び工事計画

を策定いたしました。南アルプスユネスコエコパーク内での施設計画を図 

１に、静岡県内の施設、工事概要を図 ２にお示しします。 

・南アルプスユネスコエコパーク内では、路線の大部分はトンネルで通過する

計画としました。また、地上設備（非常口、発生土置き場等）はユネスコエ

コパーク計画における「移行地域」に計画するとともに、過去に他事業で利

用された工事ヤード跡地等をできる限り選定しています。なお、静岡県内の

非常口、工事施工ヤード及び発生土置き場候補地は、工事に伴う影響の回避

又は低減が図れるよう、過去に伐採され電力会社が使用した工事ヤード跡地

や人工林等を選定しました。また、発生土置き場候補地については、工事用

車両の運行による影響を低減するため、非常口からできる限り近い箇所を選

定しました。 

・工事施工ヤードや発生土置き場の設置に係る環境への影響については、環境

影響評価において、調査、予測及び評価を実施しています（環境影響評価手

続きにおいて実施した各工事施工ヤード及び各発生土置き場における動植

物の調査項目、方法、地点、期間及び結果は「資料２－１（別冊）環境影響

評価手続きにおいて実施した各工事施工ヤード及び各発生土置き場におけ

る動植物調査結果等（案）【非公開版】」にお示しします）。また、南アルプ

スの自然環境を考慮し、静岡県等から調査を実施するよう意見があった種

（昆虫類（チョウ類）やその食草・食樹等）については確認調査を実施して

います。 

・環境影響評価準備書に対する静岡県知事意見にて、扇沢源頭部の発生土置き

場の安全性に関するご意見があり、扇沢源頭部の発生土置き場を回避するこ

とで環境への影響の回避又は低減（植物重要種の生育地回避、改変区域の縮

小など）を図られることから、扇沢源頭部の発生土置き場を回避し、ツバク

ロ発生土置き場を中心とする計画としました。また、地元井川地区からのご

要望を踏まえ、剃石付近も優先して使用することで検討を進めています。 

・図 ２に示すように、複数ある発生土置き場候補地にトンネル掘削土を分散

配置して、ツバクロ発生土置き場の盛土量を低減する検討を深めています。

中ノ宿１発生土置き場については、平成３０年３月に静岡市から「貴重な植

生が残っているため、候補地から除外することを検討されたい。」とのご意

見を頂いており、当社としても自然環境の保全を検討し、分散配置の計画か
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ら外しております。 

・工事施工ヤード等の詳細な検討にあたっては、専門家からのご意見等を踏ま

えながら、貴重な植生（ツバクロ発生土置き場周辺のドロノキ群落、千石非

常口ヤード周辺のウラジロモミ天然林、西俣非常口ヤード周辺の尾根斜面の

コメツガ、ミズナラ大径木など）や植物保全対象種（アオキラン、ホザキイ

チヨウランなど）の生育箇所の改変は極力回避するなど、改変区域をできる

限り小さくするように計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ 南アルプスユネスコエコパーク内での施設計画 
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図 ２ 静岡県内の施設・工事概要  
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 ２）トンネル工事の概要 

 ① 千石斜坑 

・千石斜坑は、全長約３，０７０ｍであり、標高約１，３４０ｍの地上部から

標高約１，０８０ｍの本坑との取付位置に向けて、下向きに約１０％の勾配

で掘り進めていきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ 千石斜坑 概念図 
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 ② 西俣斜坑 

・西俣斜坑は、全長約３，４９０ｍであり、標高約１，５３５ｍの地上部から

標高約１，２１０ｍの本坑との取付位置に向けて、下向きに約１０％の勾配

で掘り進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４ 西俣斜坑 概念図 
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 ③ 導水路トンネル 

・導水路トンネルは、全長約１１，４００ｍであり、標高約１，１２０ｍの地

上部から標高約１，１３５ｍの本坑との取付位置に向けて、上向きに約０．

１％の勾配で掘り進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

図 ５ 導水路トンネル 概念図 
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 ④ 工事用道路（トンネル） 

・工事用道路（トンネル）は、全長約３，９３０ｍであり、標高約１，３５０

ｍの地上部から上向きに約７．９％の勾配で掘り進めていきます。また、標

高約１，５２５ｍの地上部の横坑からも、下向きに約０．３％の勾配と、標

高約１，５３０ｍの西俣斜坑との取付位置に向けて、上向きに約０．３％の

勾配で掘り進めていきます。 

 

 

図 ６ 工事用道路（トンネル） 概念図 
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 ⑤ 先進坑、本坑 

・先進坑、本坑は、それぞれ全長約８，９４０ｍであり、並行して施工します。

西俣斜坑、千石斜坑の掘削完了後に、それぞれの取付位置から品川方および

名古屋方の両側に向けて、先進坑から掘削します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７ 先進坑、本坑の掘削方向図 
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 ⑥  各トンネルの掘削断面 

・各トンネルの掘削断面を図 ８に示します。 

 

 

 

図 ８ 各トンネルの掘削断面 

 

 

  

＜千石斜坑・西俣斜坑＞ ＜先進坑＞＜本坑＞

＜導水路トンネル＞

NATM掘削区間 TBM掘削区間

掘削断面積：約100㎡

約14ｍ

約
8
ｍ

掘削断面積：約80㎡ 掘削断面積：約35㎡

掘削断面積：約20㎡ 掘削断面積：約10㎡掘削断面積：約45㎡

＜工事用道路（トンネル）＞

約
9ｍ

約11ｍ

約
6ｍ

約7ｍ

約
6ｍ

約9ｍ 約5ｍ

約
4
ｍ

約4ｍ



 
 

10 

 ３）トンネル掘削工法の概要 

 ① ＮＡＴＭ（ナトム）による施工 

・山岳トンネルにおいて標準的な工法であるＮＡＴＭ（ナトム）を採用します

（導水路トンネルの一部区間を除く）。 

・ＮＡＴＭは、安全にトンネルを掘削する工法です。標準的な施工手順を図 ９

に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９ ＮＡＴＭの標準的な施工手順 

 



 
 

11 

 ② ＴＢＭ（トンネルボーリングマシン）による施工 

・トンネル湧水を恒久的かつ確実に大井川に流すこと、また、それを早期に実

現するため、導水路トンネルはＴＢＭにより施工する計画です。なお、図 ５

のとおり、本坑・先進坑側の一部区間では土被りが大きい等により、ＴＢＭ

が拘束され対応に期間を要する可能性があることから、ＮＡＴＭにより施工

する計画としています。 

 

（参考）ＴＢＭ工法について 

・ＴＢＭの先端に取付けたカッターヘッドを回転させて岩盤を掘削する工法

です。 

・ＮＡＴＭ等の爆薬による発破方式と比較して高速施工でトンネルを掘削す

ることが可能な工法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 １ ＴＢＭ（トンネルボーリングマシン） 
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 ４）トンネル工事の順序、トンネル湧水等の放流方法 

 ① トンネル工事の順序 

・トンネル工事の順序を施工順序毎にＳＴＥＰ①から⑤として、図 １０～図 

１４に示します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １０ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ①） 

 

・図 １０は、ＳＴＥＰ①として掘削開始時を示しています。千石斜坑、西俣

斜坑および工事用道路トンネルを千石側、西俣側から掘削します。また、導

水路トンネルにおいても、椹島から掘削します。 
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図 １１ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ②） 

 

・図 １１は、ＳＴＥＰ②として工事用道路トンネルの掘削完了時を示してい

ます。これ以降、西俣斜坑からの発生土は工事用道路トンネルを経由して運

搬することとなります。この時期は、千石斜坑、西俣斜坑および導水路トン

ネルを引き続き掘削しています。 
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図 １２ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ③） 

 

・図 １２は、ＳＴＥＰ③として千石斜坑の掘削が完了し、本坑および先進坑

の掘削を開始した時期を示しています。この時期は、引続き導水路トンネル

および西俣の斜坑の掘削を実施しています。 
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図 １３ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ④） 

 

・図 １３は、ＳＴＥＰ④として西俣斜坑が掘削完了し、本坑および先進坑の

掘削を開始した時期を示しています。この時期の施工は、千石と西俣の２拠

点において、本坑、先進坑を品川方、名古屋方の両側に向けて掘削していま

す。 
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図 １４ トンネル工事の進捗図（ＳＴＥＰ⑤） 

 

・図 １４は、ＳＴＥＰ⑤として本坑、先進坑の掘削完了時を示しています。

本坑、先進坑の掘削完了を以て、静岡工区のトンネル掘削は完了となります。 
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 ② トンネル湧水等の放流方法 

・トンネル湧水等はトンネル内を自然流下またはポンプアップにより、各坑口

ヤードから河川に放流します。 

・トンネル施工順序毎のトンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所を図 １５

～図 １９に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １５ トンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所（ＳＴＥＰ①） 

 

・ＳＴＥＰ①では、西俣斜坑、工事用道路トンネル（西俣側）の湧水等は坑口

ヤードから西俣川へ、千石斜坑、工事用道路トンネル（千石側）及び導水路

トンネルの湧水等は各坑口ヤードから大井川へ放流します。 
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図 １６ トンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所（ＳＴＥＰ②） 

 

・ＳＴＥＰ②では、工事用道路トンネルの掘削が完了しているため、工事用道

路トンネルの湧水等は自然流下により千石側の坑口ヤードから大井川へ放流

します。 
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図 １７ トンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所（ＳＴＥＰ③） 

 

・ＳＴＥＰ③では、千石斜坑の掘削が完了し、本坑および先進坑の掘削を開始

しています。これらのトンネル湧水等は引き続き千石斜坑の坑口ヤードから

大井川に放流します。 
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図 １８ トンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所（ＳＴＥＰ④） 

 

・ＳＴＥＰ④では、西俣斜坑の掘削が完了し、本坑および先進坑の掘削を開始

しています。これらのトンネル湧水等は引き続き西俣斜坑の坑口ヤードから

西俣川に放流します。 

・また、ＳＴＥＰ④では、導水路トンネルの掘削が完了しているため、千石斜

坑と千石斜坑側の本坑および先進坑のトンネル湧水等は、導水路トンネルを

経由して椹島で大井川に放流します。 
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図 １９ トンネル湧水等の流れ、河川への放流箇所（ＳＴＥＰ⑤） 

 

・ＳＴＥＰ⑤では、静岡工区のトンネル掘削は完了しており、工事用道路トン

ネル以外の各トンネルの湧水等は導水路トンネルを経由して椹島で大井川に

放流します。 

・工事用道路トンネルの湧水等は、引き続き自然流下により千石側の坑口ヤー

ドから大井川へ放流します。 
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 ５）発生土の運搬方法、対策土の処理方法 

 ①  発生土の運搬方法 

・トンネル工事の発生土の運搬方法としては、ベルトコンベアによる運搬とダ

ンプトラックによる運搬があります。 

・発生土は、基本的にトンネル内から各坑口ヤードまでをベルトコンベアによ

り運搬し、各坑口ヤードから発生土置き場までを、ダンプトラックによって

運搬します。 

・発生土は、自然由来の重金属等について、各坑口ヤードにおいて「建設工事

で発生する自然由来重金属等含有土対応ハンドブック」（H27.3 土木研究所

編）等（以下、ハンドブック等という）の内容を踏まえ、発生土に含まれる

重金属等（カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、砒素、ふっ素、ほ

う素）及び酸性水の可能性について 1 回/日を基本に短期溶出試験、1 回/日

を基本に酸性化可能性試験を実施します。また、１日の掘削のなかで複数の

地質が確認された場合には、地質ごとに試料の採取、試験を実施していきま

す。 

・短期溶出試験については、環境省告示第 18 号「土壌溶出量調査に係る測定

方法を定める件」に示される方法（試料は 2 ㎜以下のふるいを全量通過する

まで粉砕したものを用いる）を基本とし、環境省告示第 18 号に示される方

法との相関を確認の上で迅速判定試験を活用することやハンドブック等の

内容を踏まえ、トンネル掘削工法や地質、トンネルズリのスレーキングの性

状を考慮したうえで活用時の粒径を考慮した試験を実施することも考えて

います。 

・酸性化可能性試験については、地盤工学会の「過酸化水素水を用いる pH 試

験」に定める方法等により実施します。 

・土砂基準1を満たす場合には通常土として主にツバクロ発生土置き場へ運搬

し、盛土を行います。 

・一方、土砂基準を満たさない場合などには、対策土として藤島発生土置き場

へ運搬し、対策土の周囲を二重遮水シートなどで囲ったうえで盛土を行う計

画としています。 

・なお、令和４年７月に施行された「静岡県盛土等の規制に関する条例」（以

下、「静岡県盛土条例」という。）において、対策土に関する新たな取扱いが

定められたため、引き続き静岡県等と対話してまいります。 

                                                   
1 土砂基準：「静岡県盛土等の規制に関する条例（令和４年７月施行）」において規定されている、盛土等

に用いられる土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境上の基準 
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ベルトコンベア 

写真 ２ ベルトコンベアによる運搬イメージ  写真 ３ ダンプトラックによる運搬イメージ 
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・トンネル施工順序毎の発生土運搬の流れを図 ２０～図 ２３に示します。 

・なお、図 ２０～図 ２３は、通常土をツバクロ発生土置き場へ運搬する場合

の例として示していますが、通常土を他の発生土置き場へ運搬する場合や対

策土を藤島発生土置き場へ運搬する場合においても、各坑口ヤードまでの発

生土運搬の流れは同様となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２０ 発生土運搬の流れ（ＳＴＥＰ①） 

 

・ＳＴＥＰ①では、西俣からの発生土は西俣管理道路、林道東俣線を通って発

生土置き場へ運搬します。 

・千石、椹島からの発生土は林道東俣線を通って、発生土置き場へ運搬しま

す。 
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図 ２１ 発生土運搬の流れ（ＳＴＥＰ②） 

 

・ＳＴＥＰ②では、工事用道路トンネルの掘削が完了しているため、西俣斜坑

の発生土は工事用道路トンネルを経由して千石へ、その後、千石からは林道

東俣線を通って発生土置き場へ運搬します。 
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図 ２２ 発生土運搬の流れ（ＳＴＥＰ③） 

 

・ＳＴＥＰ③では、千石斜坑の掘削が完了し、本坑および先進坑の掘削を開始

しています。これらの発生土は千石斜坑を経由し、坑口ヤードからは林道東

俣線を通って発生土置き場へ運搬します。 

・また、導水路トンネルの一部の区間（図 ５におけるＮＡＴＭ区間）の発生

土も千石斜坑を経由し、坑口ヤードからは林道東俣線を通って発生土置き場

へ運搬します。 
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図 ２３ 発生土運搬の流れ（ＳＴＥＰ④） 

 

・ＳＴＥＰ④では、西俣斜坑の掘削が完了し、本坑および先進坑の掘削を開始

しています。これらの発生土は西俣斜坑、工事用道路トンネルを経由して千

石へ、その後、千石からは林道東俣線を通って発生土置き場へ運搬します。 

・このＳＴＥＰ以降、すべてのトンネルの掘削が完了するまではこの形態で運

搬します。 
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 ②  対策土の処理方法 

・対策土の運搬先として、当社が検討を進めている藤島発生土置き場の盛土計

画等をご説明します。なお、静岡県盛土条例において、対策土に関する新た

な取扱いが定められており、藤島発生土置き場の計画について現時点で条例

に適合しないと静岡県からは伺っていますが、引き続き静岡県等と対話して

まいります。 

 

  ア. 対策土の処理方法の基本的考え 

・対策土の処理方法については、静岡県盛土条例に関する「基準不適合土砂等

の盛土等の措置に関する要綱」（静岡県告示第 304 号、令和 4 年 4 月）にお

いて、生活環境の保全上の支障を防止するための措置として、「建設工事に

おける自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）」2（以

下、国土交通省マニュアル）に定める措置とされており、国土交通省マニュ

アルにおいては、多数の対策が挙げられています。 

・多数の対策の中でも、二重遮水シートによる封じ込めは、シートにより外部

からの水を遮断していること、さらにシートを二重に設けていることから、

より信頼度の高い対策であると考えています。 

・また、二重遮水シートによる対策方法は、今までに新幹線や道路のトンネル

における対策土の発生土置き場において、数多く採用された実績のある方法

です（表 １）。 

・以上のことから、対策土の処理方法としては藤島発生土置き場において二重

遮水シートによる封じ込め対策を実施することを考えています。 

・なお、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議において、対策土の大井川流域外

への搬出についてご意見をいただいておりますが、対策土を運搬する距離が

大幅に長くなり、道路の沿道に対して新たな環境影響が生じること等になる

と考えています。このため、大井川流域外への搬出については、対策土の量

がごく少量の場合は、運搬車両の通行に伴う道路の沿道への環境影響などを

考慮したうえで、関係者とご相談のうえ検討してまいります。 

  

                                                   
2 「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）」は、令和５年３

月２９日に「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（２０２３年

版）」（以下、「マニュアル２０２３年版」という。）に改訂されており、今後は、マニュアル２０２３年

版を活用していくことを考えています。 
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表 １ 対策土の発生土置き場の事例 

 

  

番
号

事業主体 時期 発生事業 対策対象 対策方法 用地
有識者委員会
の有無

①
鉄道運輸
機構

平成11年～
平成17年

東北新幹線
八甲田トンネル

鉱化変質岩 遮水シート(二重)
事業用地外

（用地取得し管
理）

有

②
国交省
東北地整

平成14年～
平成18年

国道２８９号線
甲子トンネル

ヒ素、セレン、
鉛、カドミウム

遮水シート(二重) 事業用地内 有

③
NEXCO
中日本

平成20年
～平成24年

新東名高速道路
秦梨トンネル他

黄鉄鉱
覆土+鎧戸工による

封じ込め
事業用地内 有

④ 滋賀県
平成25年
完成

国道303号
海老坂トンネル工事

ヒ素 吸着層 事業用地内 有

⑤
NEXCO
中日本

平成20年～
平成26年

新東名高速道路
（浜松いなさＪＣＴ
～豊田東ＪＣＴ）

ヒ素
遮水シート+ベントナイト

（二重構造）
事業用地内 有

⑥
国交省

中部地整局
平成22年～
平成26年

国道23号線
国坂トンネル他

酸性土 遮水シート(二重) 事業用地内 有

⑦
国交省
近畿地整

平成22年～
平成26年

京奈和自動車道
大和御所道路

ヒ素 遮水シート(二重) 事業用地内 有

⑧ 仙台市
平成23年～
平成26年

仙台市高速鉄道
東西線竜の口工区

ヒ素、カドミウム 遮水シート
事業用地外

（採石場跡地を
借地）

有

⑨
NEXCO
中日本

平成19年～
平成28年

新東名高速道路
（愛知県区間）

ヒ素
①二重遮水シート（上面）
②ベントナイト+遮水シート
（下面）

事業用地内 有

⑩
NEXCO
西日本

平成23年～
平成30年

新名神高速道路
（兵庫県区間）

ヒ素、フッ素、鉛 遮水シート(二重) 事業用地内 有

⑪
国交省
関東地整

平成20年～
(施行中)

中部横断自動車道
（富沢～六郷）

セレン ベントナイト
事業用地外

（用地取得し管
理）

有

⑫
国交省
東北地整

平成24年～
(施工中)

日本海沿岸
東北自動車道

ヒ素、セレン
粘性土＋遮水シート
（底面二重構造）

事業用地内 有
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  イ.封じ込め対策の計画概要 

・藤島発生土置き場における封じ込め対策の計画図を図 ２４にお示します。 

・対策土等は既設の盛土の上に設置する計画としています。現地盤について、

複数のボーリングなどによる地質調査により、既設盛土等が十分安定してい

ることを確認したうえ、その結果を踏まえて、対策土等を安全かつ安定的に

盛土できるように設計を行いました。 

・あわせて、既設構造物に対する河川の浸食について検討を進め、必要に応じ

て対策を講じてまいります。 

・対策土の周囲には二重遮水シートを敷設し、外部からの流水を遮断する構

造とします。二重遮水シートの上や側面を覆土することで、遮水シート材

の劣化防止や対策土の流失防止を図ります（排水設備計画や水質の管理に

関する内容は、「（２）水質等の管理について」に記載）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２４ 藤島発生土置き場（対策土） 計画図  
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（二重遮水シートについて） 

・遮水シートについては、日本遮水工協会による「遮水シートの耐久性につい

て」という資料によりますと、「遮水シートを構成する高分子材料は、浸出

水や酸性雨、コンクリートからくるアルカリ水等に対しては、比較的安定で、

微生物に対してもその化学的構造より侵されにくいと考えられている。」と

されています。一方で、遮水シートの特性変化に影響を及ぼす最も大きな因

子の一つとして日射量が挙げられており、「遮光マットの確実な管理をする

ことによって耐久性は大幅にアップすることになる。」とされております。 

・今回の計画では、遮水シートは不織布で挟み込むこと、さらにその上部や側

面に覆土を行い確実な遮光を行うことにより、性能に問題が生じることはな

いと考えております。確実な覆土を行うため、覆土の厚みの管理や締固めな

ど、適切に施工していきます。 

・遮水シートは、日本遮水工協会で定める基準値を満たし、かつ現地の地形を

踏まえ、最適な材質を有するものを選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２５ 二重遮水シートによる封じ込め工法の詳細（イメージ） 
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  ウ. 工事中および工事完了後の維持管理 

・定期的に盛土や排水設備等の状況を確認するとともに、地震や豪雨等が発生

した場合には、盛土や排水設備等の状況を速やかに確認します。 

・確認の具体的な内容については、表 ２、表 ３を基本として発生土置き場の

管理計画を定めるとともに、現地の状況や工事中の実績を踏まえて柔軟に点

検頻度を定めます（水質のモニタリングに関する内容は、「（２）水質等の管

理について」に記載）。 

 

表 ２ 定期的な点検等の計画案（藤島発生土置き場） 

項目 実施内容 
点検 盛土全体 目視点検 

表面排水工 目視点検、堆積物状況確認し、必要により清掃 
沈砂池 目視点検、堆積物状況確認し、必要により清掃 
既設土留め擁壁 目視点検（変状があれば財産所有者へ連絡） 
のり面緑化 植生生育状況の確認 

観測 観測井 地下水の水位・水質状況を観測 
浸透水の状況 集水ピット湛水状況を定期的に観測 
盛土の変形 変位（沈下）を観測 

 

表 ３ 工事中の異常時対応の計画案（藤島発生土置き場） 

項目 実施内容 

大雨 

（時雨量 30mm 以上） 

・作業を中止し、巡回点検（のり面、排水箇所等）を実

施する。 

・異常を発見した場合、異常時連絡系統図に従い、関係

各所に連絡する。 

・安全確保に必要な措置を実施する。 

地震（震度 4以上） ・巡回点検（のり面、構造物等）を実施する。 

・異常を発見した場合、異常時連絡系統図に従い、関係

各所に連絡する。 

・安全確保に必要な措置を実施する。 
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 ６）工事施工ヤードの施工計画、環境保全計画 

・動植物に係る環境保全措置の内容は表 ４のとおり計画しています。 

・ヤードの造成にあたって水際部に護岸や擁壁等を設置する際は、安全性や施

工性を考慮のうえ、自然環境に配慮した構造にしていきます。 

・将来に亘ってトンネル湧水を河川へ放流する箇所となる椹島付近の坑口（導

水路トンネル）や千石付近の坑口（工事用道路トンネル）の排水口の具体的

な構造については、今後、地権者や専門家とご相談のうえ、後述するトンネ

ル湧水の水温管理の観点や動植物の新たな生息・生育環境の創出という観点

も踏まえながら計画していきます。 

・工事にあたっては、具体的な施工計画や環境保全措置の計画等を取りまとめ、

公表してまいります。 

表 ４（１） 動植物に係る環境保全措置 

項目 内容 

工事に伴う改変区域をでき
る限り小さくする 

工事施工ヤード内に設置する諸設備を検討し、設置する設備
やその配置を工夫すること等により生息環境の改変をできる
限り小さくすることで、生息・生育環境への影響を回避又は
低減する。 

重要な種の生息地・生育地
の全体又は一部を回避 

重要な種が生息・生育する場合には、その重要な種の生息・
生育地の全体又は一部を回避することで、生息・生育環境へ
の影響を回避又は低減する。 

濁水処理設備、浄化装置及
び仮設沈砂池の設置 

濁水の発生を抑えることで、魚類等の生息環境への影響を低
減する。 

側溝及び注意看板の設置 
工事で使用する道路に必要に応じて土側溝や横断側溝、注意
看板を設けることで、重要な両生類が道路上で事故にあうこ
とを回避又は低減する。 

低騒音・低振動型の建設 
機械の採用 

低騒音・低振動型の建設機械の採用により、騒音、振動の発
生を抑えることで、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減
する。 

トンネル坑口への防音扉の
設置 

トンネル坑口に防音扉を設置することにより、騒音の発生を
抑えることで、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減す
る。 

コンディショニングの実施 
段階的に施工規模を大きくし、徐々に工事に伴う騒音等に慣
れさせること等で、重要な猛禽類の生息環境への影響を低減
する。 

照明の漏れ出しの抑制 

設置する照明については、専門家等の助言を得つつ、極力外
部に向けないような配慮による漏れ光の抑制、昆虫類等の誘
引効果が少ない照明の採用、適切な照度の設定等を行うとと
もに、管理上支障のない範囲で夜間は消灯するなど点灯時間
への配慮を行うことで、走光性の昆虫類等の生息環境への影
響を低減する。 
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表 ４（２） 動植物に係る環境保全措置 

項目 内容 

資材及び機械の運搬に用い
る車両のタイヤの洗浄 

資材及び機械の運搬に用いる車両のタイヤの洗浄を行うこと
で、外来種の種子の拡散を防止する。 

重要な種の移植・播種 
回避又は低減のための措置を講じても生育環境の一部がやむ
を得ず消失する場合において、重要な種を移植・播種するこ
とで、種の消失による影響を代償する。 
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 ７）林道東俣線の舗装等工事の概要 

・工事に使用する林道東俣線については、工事用車両の安全かつ円滑な通行の

確保と通行に伴う大気環境への影響の低減等のために舗装等工事を実施す

ることとしており、既に工事に着手しています。 

・林道東俣線の舗装等工事の概要を表 ５に、工事実施状況例を図 ２６に、舗

装等工事の標準断面を図 ２７にお示しします。 

 

表 ５ 林道東俣線の舗装等工事の概要 

主な工事種類 工事内容 

舗装工 

・林道全線（全長：約２７ｋｍ、うち一部既舗装箇所は除く）に

おいて路面の舗装を実施。 

・コンクリート舗装を基本とするが、関係者との協議を踏まえ一

部の区間ではアスファルト舗装を実施。 

（待避所等も含めて通行に必要な幅員は確保するものの、路肩等

には未舗装部分も残すことで昆虫類の水飲み場の確保に配慮） 

排水工 

・側溝は、現地状況に応じて林道片側又は両側の路肩外に設置。 

・横断溝を概ね１００ｍに１箇所設置。 

・林道上に降った雨は排水工により集水し、横断溝を通じて川側

へ排水 

（万が一、小動物が横断溝内へ侵入したとしても、端部から脱出

が可能） 

安全対策設備 

設置工 

・現地状況に応じて、ガードレール（景観配慮型）やカーブミラ

ー等を設置。 

斜面対策工 
・林道の沿道斜面状況に応じて、落石防護網、落石防護柵や法枠

工等の施工を実施。 

 

・工事の施工にあたっては、工事用車両の通行に伴うロードキル対策として、注

意看板の設置や工事従事者への教育も実施しています。 

 

 

 

 

 



 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２６ 林道東俣線の舗装等工事の実施状況例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２７ 林道東俣線の舗装等工事の標準断面 

 

 

 

工事前 工事後 

ガードレール整備 

（景観配慮型） 

コンクリート舗装 

側溝整備 

〇全体 

〇排水工 

L 型側溝 

横断溝 

＜コンクリート舗装部＞ 
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（２）水質等の管理について 

本章では、１）トンネル湧水等の水質管理、２）トンネル湧水等の水温管理、

３）発生土置き場からの排水の水質管理、４）生活排水の水質管理について、ご

説明します。 

 

 １）トンネル湧水等の水質管理 

 ① 工事中の対応 

（基本的な考え方） 

・工事の進捗に伴い、吹付けコンクリートを施工した後の区間の湧水は、濁り

がなくなってくることから、図 ２８の通り、切羽における掘削工事により

発生する濁水と切羽後方の濁りが少ないトンネル湧水に分離し、濁水として

処理を行う水量の低減を図ります。 

・トンネル掘削工事に伴い発生する濁水や濁りが少ないトンネル湧水（以下、

あわせて「トンネル湧水等」という。）は、河川へ放流する前に管理する計

画としています。 

・具体的には水素イオン濃度（ｐＨ）、浮遊物質量（ＳＳ）、自然由来の重金属

等の処理設備を設置し、処理設備内等で各項目の計測、対策を行い、後述す

る管理基準値以下に処理したうえで河川へ放流します（工事中の河川への放

流箇所は図 ２９の通り）。また、処理設備の点検・整備を確実に実施します。 

・河川へ放流する前の管理だけでなく、放流先河川における水質の計測（図 ２

９）や水生生物の調査（「資料２－２ 沢の動植物調査について（案）」参照）

を実施し、放流先河川の状況も継続的に確認します。 
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図 ２８ 施工ヤードにおけるトンネル湧水等の処理の流れ（イメージ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２９ 工事中の河川への放流箇所  
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（放流前の水質管理の基準） 

〇ｐＨ、ＳＳ 

・処理設備におけるｐＨ、ＳＳの管理基準は表 ６のとおり計画しています。 

 

表 ６ 処理設備における水質管理基準（ｐＨ、ＳＳ） 

項目 管理基準 

（参考） 

排水基準 

許容限度 

（参考） 

上乗せ排水基準

（大井川水域） 

許容限度 

（参考） 

環境基準 

（AA） 

基準値 

ｐＨ 6.5 以上 8.5 以下 
5.8 以上 

8.6 以下 
－ 

6.5 以上 

8.5 以下 

ＳＳ 25mg/L 以下 

200mg/L 

（日間平均

150mg/L） 

40mg/L 

（日間平均

30mg/L） 

25mg/L 以下 

 

水質汚濁防止法等に基づく排水基準として、大井川水域ではｐＨは５．８以上
８．６以下、ＳＳは最大４０ｍｇ/Ｌ以下、日間平均３０ｍｇ/Ｌ以下が定められ
ています。南アルプスの地域特性を踏まえ、現時点で最高水準の処理能力を有す
る処理設備を設置し、表 ６に示す基準値で管理していきます。なお、この管理
基準値は、公共用水域の環境基準の水域類型のなかで最も厳しい基準で、ヤマメ、
イワナ等の貧腐水性水域の水産生物用として適用され、大井川上流（駿遠橋より
上流）の水域類型であるＡＡ型の値と同等となっています。 

 

・なお、水質汚濁防止法は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、

国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的としてお

り、工場及び事業場から公共用水域に排出される水について、同法に定める

一律排水基準以下の濃度で排水することを義務づけています。さらに、大井

川水域では、自然的、社会的条件から判断して、一律排水基準だけでは水質

汚濁の防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳

しい基準（上乗せ排水基準）が定められています。 

・当社としては、南アルプス地域の特性を考慮し、処理設備において一律排水

基準及び大井川水域の上乗せ排水基準より厳しい値で設定した管理基準で

管理していくことを考えています。 
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〇自然由来の重金属等 

・処理設備における自然由来の重金属等の管理基準は表 ７のとおり計画して

います。 

 

表 ７ 処理設備における水質管理基準（自然由来の重金属等） 

項目 管理基準 

カドミウム ０．０３ｍｇ/Ｌ以下 

六価クロム ０．５ｍｇ/Ｌ以下 

水銀 ０．００５ｍｇ/Ｌ以下 

セレン ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

鉛 ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

ひ素 ０．１ｍｇ/Ｌ以下 

ふっ素 ８ｍｇ/Ｌ以下 

ほう素 １０ｍｇ/Ｌ以下 

 
水質（自然由来の重金属等）について、水質汚濁防止法等に基づく排水基準を

処理設備における水質管理基準として設定しました。 
 
今後、工事箇所周辺に設置した観測井の地下水の亜鉛濃度の計測を行い、その

結果を踏まえて工事中の対応を検討します。また、工事排水の放流先河川の亜鉛
濃度も合わせて計測を行います。 
なお、亜鉛について、「水生生物の保全に係る排水規制等の在り方について（答

申）」（平成１８年４月、中央環境審議会）によると、その排出源としては生活系
の発生源、事業系の発生源のほか、非鉄金属鉱床系の発生源があるとされていま
す。環境影響評価時に実施した関係自治体等へのヒアリング及び文献調査の結
果、事業実施区域及びその周囲においては、鉱区（採掘権、試掘権）は存在せず、
鉱山に関する記録も確認されませんでした。 
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（放流前の水質の測定項目、測定頻度、対策） 

・ｐＨ、ＳＳ（濁度換算）については、処理設備内に計測機器を設置し、自動

計測による常時計測を行い、管理基準値以下に処理した上で放流します。計

測機器による自動計測を基本としますが、念のため、１回／日を基本に人に

よる測定を行い、適切に処理されていることを確認します（表 ８）。 

・自然由来の重金属等については、１回／日を基本に簡易計測を行い、予め定

めた管理基準値以下になるように、排水処理剤により不溶化処理（重金属等

が水に溶け出すことのないような物質に変えること）等を行い、沈殿、脱水

のうえ建設汚泥として、適切に処理を行います。処理設備については処理を

行う水量に合わせて必要な追加等を行います。また、月に１回、河川への放

流直前の排水について、公定法による分析を行い、適切に処理されているこ

とを確認します。公定法による測定頻度は月１回の実施を基本としますが、

１回／日を基本に実施する掘削土の重金属等の確認の結果、掘削土の重金属

等の基準値超過が確認された場合や匂いや色などに変化が見られた場合等

には、１回／日に頻度を増やして実施いたします（表 ８）。 

・トンネル工事の進捗に伴い、濁水の取扱いを濁りの少ないトンネル湧水に切

り替える際には、上記の測定頻度とは別に、自然由来の重金属等について確

認を行ったうえで、切り替えを行います。基準値を超過する場合には他の区

間の濁りの少ないトンネル湧水とは別系統で送水し、処理することを検討し

ます。 

・なお、トンネル掘削に際し薬液注入工法を施工する際は、「薬液注入工法に

よる建設工事の施工に関する暫定施工指針」（昭和４９年７月、建設省）に

基づき実施していきます。使用する材料は、水ガラス系を基本に計画してお

りますが、地質や湧水の状況に合わせた適切な材料を選定してまいります。 

 

表 ８ 測定項目と測定頻度 

測定項目 測定頻度 

ｐＨ、ＳＳ（濁度換算） 
常時 

（その他、人による測定を日１回） 

自然由来の重金属等 
日１回の簡易計測 

月１回の公定法による分析※ 
 
※１回／日を基本に実施する掘削土の重金属等の確認の結果、掘削土の重金属等の基準
値超過が確認された場合や匂いや色などに変化が見られた場合等には、１回／日に頻
度を増やして実施します。  
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図 ３０ 処理設備における処理のフロー（イメージ） 
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・ｐＨについては、トンネル掘削工事に伴いアルカリ排水が発生することが想

定されます。ｐＨの管理基準は６．５以上８．５以下としており、これは、

図 ３１のとおり、概ね現況河川の変動範囲に相当する値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 ３１（１） 河川のｐＨ計測結果（西俣ヤード付近） 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

  

   

 

図 ３１（２） 河川のｐＨ計測結果（椹島ヤード付近） 

 

 

 

管理基準：6.5～8.5 

ｐＨ 

平均値：7.9 

最大値：8.6 

最小値：7.1 

河川ｐＨ計測結果（西俣川（西俣ヤード付近））：平成 26 年度～令和３年度 

河川ｐＨ計測結果（大井川（椹島ヤード付近））：平成 26 年度～令和３年度 

管理基準：6.5～8.5 

ｐＨ 

平均値：7.9 

最大値：8.6 

最小値：7.1 
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・ＳＳについては、排水放流箇所である①西俣ヤード付近と②椹島ヤード付近

における河川のＳＳの変化を、完全混合式※により予測しました。 

・①西俣ヤード付近からの放流が行われる期間は、西俣斜坑からの先進坑と千

石斜坑からの先進坑が貫通し、導水路トンネルからトンネル湧水を流すよう

になるまでの一定の期間です。 

・完全混合式に入力した値と予測結果は、以下の通りです。 

 

※完全混合式による予測の概要 

C =
𝐶ଵ𝑄ଵ + 𝐶ଶ𝑄ଶ
𝑄ଵ + 𝑄ଶ

 

 

－現況河川のＳＳ（Ｃ１）はこれまでに当社が計測した実測結果を用いました。 

－放流先の河川流量とトンネル湧水等の水量は、環境保全措置（導水路トンネ

ル等施設の規模等）の検討を目的に実施したＪＲ東海モデル3による予測値

を用いました。 

－トンネル湧水等の水量は予測最大値を活用し、また、切羽付近の濁水と切羽

後方の濁りの少ないトンネル湧水の量の割合を１：１と想定しました。その

結果、完全混合式に入力するトンネル湧水等の水量（Ｑ２）は、JR 東海モデ

ルによるトンネル湧水量予測最大値の５０％の値としました。なお、トンネ

ル湧水量予測最大値は、覆工コンクリート、防水シート及び湧水低減対策と

しての薬液注入を実施していない条件での予測結果です。 

－放流先の河川流量（Ｑ１）はトンネル湧水等の水量が予測最大値の時期を含

む 1年間の、月毎の平均値としました。 

－トンネル湧水等（処理後）のＳＳ（Ｃ２）については、処理設備における管

理基準として設定したＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌとしました。また、参考に上乗せ

排水基準（大井川）の許容限度ＳＳ＝４０ｍｇ/Ｌの場合の結果もお示しし

ます。以上の前提条件に基づく、予測結果を図 ３２にお示しします。 

表 ９ トンネル湧水等の水量（Ｑ２）の入力値 

 トンネル湧水等の水量（Ｑ２） 

①西俣ヤード付近 ０．３５ｍ３/秒 

②椹島ヤード付近 １．７ｍ３/秒 

                                                   
3 JR 東海モデル：JR 東海が環境影響評価において、トンネル工事による水資源への影響の程度を把握

し、水資源の環境保全措置（導水路トンネル等の施設の規模）を検討するために実施し

た水収支解析モデル（解析コード：TOWNBY）。P. 64 以降にモデルの概要を示します。 

Ｃ：完全混合と仮定した時の河川のＳＳ（ｍｇ/Ｌ） 
Ｃ１：現況河川のＳＳ（ｍｇ/Ｌ）      Ｑ１：放流先の河川流量（ｍ３/秒） 
Ｃ２：トンネル湧水等（処理後）のＳＳ（ｍｇ/Ｌ） Ｑ２：トンネル湧水等の水量（ｍ３/秒） 
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図 ３２（１） 河川のＳＳ予測結果（①西俣ヤード付近） 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 ３２（２） 河川のＳＳ予測結果（②椹島ヤード付近） 

 

 

ＳＳ（ｍｇ/Ｌ） 流量（m
3
/秒） 

ＳＳ（ｍｇ/Ｌ） 流量（m
3
/秒） 

    放流先河川流量（予測値） 

       現況河川ＳＳ（実測値） 

SS=25ｍｇ/L の場合 

       合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝0.35m
3
/秒の場合 

（参考）SS=40ｍｇ/L の場合 

       合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝0.35m
3
/秒の場合 

       放流先河川流量（予測値） 

現況河川ＳＳ（実測値） 

SS=25ｍｇ/L の場合 

      合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝1.7m
3
/秒の場合 

（参考）SS=40ｍｇ/L の場合 

      合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝1.7m
3
/秒の場合 

※ 現況河川 SS は、これまでの西俣付近での月１回 SS 計測結果（Ｒ３年４月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

ただし、２月、３月は欠測でデータがないため、１月の平均値を使用。 

※ 現況河川 SS は、これまでの椹島付近での月１回 SS 計測結果（Ｒ３年４月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

ただし、２月は欠測でデータがないため、１月の平均値と同様の値を使用。 
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・なお、処理設備における管理基準ＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌで放流した場合には、

上乗せ排水基準（大井川）の許容限度ＳＳ＝４０ｍｇ/Ｌで放流した場合と

比べて、①西俣ヤード付近で最大７．０ｍｇ/Ｌ、②椹島ヤード付近では最

大９．４ｍｇ/Ｌ低減される結果となりました。 

 

表 １０ 河川のＳＳの予測結果 

 

河川のＳＳ予測結果（最大値） 

B－A A：ＳＳ＝２５ｍｇ/

Ｌで放流 

B：ＳＳ＝４０ｍｇ/

Ｌで放流 

①西俣ヤード付近 １２．２ｍｇ/Ｌ １９．２ｍｇ/Ｌ ７．０ｍｇ/Ｌ 

②椹島ヤード付近 １６．３ｍｇ/Ｌ ２５．７ｍｇ/Ｌ ９．４ｍｇ/Ｌ 
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・また、上記の予測は、ＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌで放流した際の河川の SS 予測結果

ですが、同じく管理基準をＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌで設定している南アルプスト

ンネル工事（山梨工区）早川非常口（坑口）における令和３年度一年間の濁

水処理設備内で計測した処理後の SS 日別最大値を、０以上１０ｍｇ/Ｌ未

満、１０以上２０ｍｇ/Ｌ未満、２０ｍｇ/Ｌ以上２５ｍｇ/Ｌ未満の３つに

分類し、集計した結果を図 ３３に示します。 

・日別最大値は、１年間の約６割の日でＳＳ＝１０ｍｇ/Ｌ未満、約９割の日

でＳＳ＝２０ｍｇ/Ｌ未満でした。なお、日別最大値の年間平均値はＳＳ＝

９ｍｇ/Ｌでした。 

・なお、一般的にトンネル工事における濁水については、主に削孔、ずり積、

ずり運搬による細粒土の混入や吹付けコンクリート、覆工コンクリート打設、

薬液注入によるセメント、注入材の混入等により発生するとされています4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３３ 令和３年度の早川非常口（坑口）濁水処理設備内で計測した 

処理後の SS 日別最大値の年間内訳 

 

・図 ３２で示した河川のＳＳ予測結果について、年間平均値ＳＳ＝９ｍｇ/Ｌ

を使用し、算出すると図 ３４の通りです。 

・①西俣ヤード付近で最大値ＳＳ＝４．７ｍｇ/Ｌ、②椹島ヤード付近で最大

値ＳＳ＝６．６ｍｇ/Ｌです。 

・図 ３０、図 ３４の予測結果は処理後の濁水のみを放流した際の結果です。

南アルプス地域の特性を考慮し、更に排水の濁りを低減するため、処理後の

濁水に清濁分離処理により分離された濁りの少ないトンネル湧水を合流させ

てから、河川へ放流することを考えています。  

                                                   
4 トンネル・ライブラリー29 山岳トンネル工事の周辺環境対策 P121、土木学会、平成 28 年 10 月 24 日 
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図 ３４（１） 河川のＳＳ予測結果（①西俣ヤード付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３４（２） 河川のＳＳ予測結果（②椹島ヤード付近） 

 

    放流先河川流量（予測値） 

       現況河川ＳＳ（実測値） 

SS=9ｍｇ/L の場合 

       合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝0.35m
3
/秒の場合 

（参考）SS=25ｍｇ/L の場合 

       合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝0.35m
3
/秒の場合 

※ 現況河川 SS は、これまでの西俣付近での月１回 SS 計測結果（Ｒ３年４月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

ただし、２月、３月は欠測でデータがないため、１月の平均値を使用。 

※ 現況河川 SS は、これまでの西俣付近での月１回 SS 計測結果（Ｒ３年４月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

ただし、２月、３月は欠測でデータがないため、１月の平均値を使用。 

       放流先河川流量（予測値） 

現況河川ＳＳ（実測値） 

SS=9ｍｇ/L の場合 

      合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝1.7m
3
/秒の場合 

（参考）SS=25ｍｇ/L の場合 

      合流後河川 SS（予測値）※湧水量＝1.7m
3
/秒の場合 

ＳＳ（ｍｇ/Ｌ） 流量（m
3
/秒） 

ＳＳ（ｍｇ/Ｌ） 流量（m
3
/秒） 
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・ＤＯについては、水質汚濁防止法に基づく排水基準等は定められていません

が、工事中は工事排水のＤＯを定期的（月１回）に確認し、必要により曝気

などの対策を実施してまいります。 

・南アルプストンネル工事（山梨工区）の濁水処理後のＤＯを計測したところ、

表 １１に示すとおり、これまでに実施した河川の水質の現地調査結果（「資

料４別冊 これまでに実施した水質の現地測定結果 P20～P28」参照）と同

等であることを確認しています。また、放流口には減勢工を設けることにし

ており、更に酸素を取り込めるように検討します。 

 

表 １１ トンネル湧水（山梨工区）のＤＯ計測結果 

調査地点 調査結果 

場外水槽（濁水処理後） ９．１ｍｇ/Ｌ 
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（処理設備の配置計画） 

・トンネル掘削工事開始時には、図 ３５、図 ３６のとおり各坑口ヤード内に

処理設備を設置します。 

・トンネル掘削工事中は、高速長尺先進ボーリング等により前方の湧水の状況

を把握し、想定される湧水量に応じて、必要により、トンネル坑内等に処理

設備を追加で設置します。 

・なお、トンネル掘削工事においては、薬液注入等の湧水低減対策を実施する

とともに、トンネル湧水の清濁分離を行うことで、濁水処理の量を低減させ

ながら工事を進めていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３５ 各坑口ヤードにおける処理設備設置計画（トンネル掘削開始時） 
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図 ３６（１） 西俣ヤード内での処理設備設置計画（トンネル掘削開始時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３６（２） 千石ヤード内での処理設備設置計画（トンネル掘削開始時） 
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図 ３６（３） 椹島ヤード内での処理設備設置計画（トンネル掘削開始時） 
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・また、トンネル掘削中の静岡県内のトンネル湧水量（本坑、先進坑、非常口）

の管理値は３ｍ３/秒5と設定しています。 

・実際には図 ２８に示す通り、清濁分離を行い、濁水と濁りが少ないトンネ

ル湧水に分かれますが、仮に、この管理値に相当する湧水の全てが濁水とし

た場合には、濁水処理設備（３００ｍ３/時）は３６基必要となります。 

・処理設備は各坑口ヤードに設置するほか、図 ３７に示すとおり、トンネル

坑内を利用して分散して配置することにより、必要な設備を設置することが

可能であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３７ 濁水処理設備の配置計画（仮に３ｍ3/秒の濁水が発生した場合） 

 

 

 

 

                                                   
5 湧水量管理値：ＪＲ東海モデルの水収支解析上、本坑・先進坑・斜坑のトンネル湧水量の合計値が最大

となる解析値２．６７ｍ３/秒と過去最大級のトンネル湧水量の実績などから設定。 
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（放流先の河川における水質の確認） 

・河川へ放流する前の管理だけでなく、放流先河川においても、水質の計測や

水生生物の調査（「資料２－２ 沢の動植物調査について（案）」参照）を実

施し、放流先河川の状況も継続的に確認します。 

・放流先河川における水質の測定項目、測定頻度、測定地点は表 １２、図 ３

８の通りです。 

表 １２ 【工事前・工事中】放流先の河川における 

測定項目・測定頻度・測定地点 

測定項目 測定頻度 測定地点 

ＳＳ（濁度換

算）、ｐＨ、 

ＥＣ、ＤＯ 

常時 

（工事前から継続して

実施） 

排水放流箇所の下流地点※2 

自然由来の 

重金属等 

月１回※1の 

公定法による分析 
排水放流箇所の下流地点※2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３８ 【工事中】放流先河川の水質の計測地点 

※1：１回／日を基本に実施する掘削土の重金属等の確認の結果、掘削土の重金属等の基準値超過が確認さ

れた場合や匂いや色などに変化が見られた場合等には、１回／日に頻度を増やして実施します。 

※2：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ② 工事完了後の対応 

・トンネル工事完了後も当面の間は、濁水やコンクリート構造物からのアルカ

リ排水等が発生することが考えられるため、トンネル湧水等の水質が定常的

に管理基準値内の状態になるまでの間は、必要な処理設備を設置し、処理設

備内等で各項目の計測、対策を行い、管理基準値（表 ６、表 ７）以下に処

理したうえで、河川へ放流します。 

・自然由来の重金属等について、定常的に管理基準値を超過する場合は、工事

中の対応と同様に排水処理剤により管理基準値以下に処理したうえで、河川

へ放流します。なお、重金属等の濃度が高い区間が限定される場合には、当

該区間を別系統で集水し、処理することも検討します。 

・また、工事中と同様、トンネル湧水等の放流を行う箇所においては、継続し

て放流先河川の水質の測定を実施します。なお、工事中は放流していたもの

の、工事完了後には放流しなくなる箇所においては、放流先河川の水質が定

常的な状態になるまでの間、水質の測定を実施します。将来の測定頻度や測

定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を

行います。 

表 １３ 【工事完了後】放流前の測定項目・測定頻度・測定期間 

 

  

測定項目 測定頻度 測定期間 

ｐＨ、ＳＳ（濁度換算） 常時 
定常的に管理基準値内に

なるまで 自然由来の重金属等 月１回の公定法による分析 
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表 １４ 【工事完了後】放流先河川における 

測定項目・測定頻度・測定期間・測定地点 

 測定項目 測定頻度※1 測定期間※1 測定地点 

工 事 完 了

後 も ト ン

ネ ル 湧 水

等 を 放 流

する箇所 

（ 導 水 路

ト ン ネ ル

の坑口、工

事 用 道 路

ト ン ネ ル

の 千 石 側

の坑口） 

ＳＳ（濁度換

算）、ｐＨ、 

ＥＣ、ＤＯ 

常時 

将来に亘っ

て、継続して

計測を実施 

排水放流箇所の下流地点 

自然由来の

重金属等 

月１回の 

公定法に 

よる分析 

将来に亘っ

て、継続して

計測を実施 

排水放流箇所の下流地点 

工 事 完 了

後には、ト

ン ネ ル 湧

水 等 を 放

流 し な い

箇所（西俣

斜坑、千石

斜 坑 の 坑

口） 

ＳＳ（濁度換

算）、ｐＨ、 

ＥＣ、ＤＯ 

常時 

放流先河川

の水質が定

常的な状態

になるまで

の間、計測を

実施 

排水放流箇所の下流地点 

自然由来の

重金属等 

月１回の 

公定法に 

よる分析 

放流先河川

の水質が定

常的な状態

になるまで

の間、計測を

実施 

排水放流箇所の下流地点 

 

 

  

※1:将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行います。 
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図 ３９ 【工事完了後】放流先河川の水質の計測地点 
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 ２）トンネル湧水等の水温管理 

 ① 工事中の対応 

・一般的に、地下水は地熱によって深度が深いところほど、水温が高いとされ

ており、トンネル湧水を河川へ放流することに伴い、特に冬季においてはト

ンネル湧水の水温が放流先河川の水温よりも高くなる可能性があることか

ら、河川の水温変化により生息環境の縮小や産卵への影響など、水生生物へ

影響を及ぼす可能性が考えられます。 

・一方、水温変化による水生生物への影響の程度を予測することは難しいと考

えているため、「主な魚介類の淡水域における水域区分の分類及び生息に関

する情報について（案）」（中央環境審議会・水環境部会・水生生物保全環境

基準類型指定専門委員会（第３回）、平成１７年９月１２日）において示さ

れた、現地で主に確認されているイワナやサツキマス（アマゴ）の適水温を

参考に、対策を行います（表 １５）。 

 

表 １５ イワナ、アマゴの適水温 

種名 適水温 

イワナ 

・全般：概ね１５℃以下 

・産卵：１０℃以下 

 ※産卵時期：９月下旬～１１月 

サツキマス（アマゴ） 

・全般：概ね２０℃以下 

・孵化最適水温：１３．８℃ 

 ※産卵時期：１０月～１２月 
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（水温変化の予測結果） 

・排水放流箇所である①西俣ヤード付近と②椹島ヤード付近における河川の

水温の変化を完全混合式により予測しました。 

・①西俣ヤード付近からの放流が行われる期間は、西俣斜坑からの先進坑と千

石斜坑からの先進坑が貫通し、導水路トンネルからトンネル湧水を流すよう

になるまでの一定の期間です。 

・完全混合式に入力した値と予測結果は、以下の通りです。 

 

※完全混合式による予測の概要 

T =
𝑇ଵ𝑄ଵ + 𝑇ଶ𝑄ଶ
𝑄ଵ + 𝑄ଶ

 

 

－現況河川の水温（Ｔ１）はこれまでに当社が計測した実測結果を用いました。 

－放流先の河川流量とトンネル湧水等の水量は、環境保全措置（導水路トンネ

ル等施設の規模等）の検討を目的に実施したＪＲ東海モデルによる予測値を

用いました。 

－トンネル湧水等の水量（Ｑ２）は予測最大値とし、①西俣ヤード付近につい

ては、水温変化の低減対策として考えている分散放流（２箇所と想定）を実

施した場合を想定し、トンネル湧水量予測最大値の５０％の値を入力しまし

た。なお、トンネル湧水量予測最大値は、覆工コンクリート、防水シート及

び湧水低減対策としての薬液注入を実施していない条件での予測結果です。 

－放流先の河川流量（Ｑ１）はトンネル湧水等の水量が予測最大値の時期を含

む 1年間の、月毎の平均値としました。 

－トンネル湧水等の水温（Ｔ２）については、計画路線が通過する深度まで掘

削した西俣付近の深井戸（ＧＬ－４００ｍ）におけるこれまでの実測結果を

用いました（表 １７）。以上の前提条件に基づく、予測結果を図 ４０、図 

４１にお示しします。 

 

表 １６ トンネル湧水等の水量（Ｑ２）の入力値 

 トンネル湧水等の水量（Ｑ２） 

①西俣ヤード付近 ０．３５ｍ３/秒（２箇所からの分散放流） 

②椹島ヤード付近 ３．４ｍ３/秒 

 

T：完全混合と仮定した時の河川の水温（℃） 
T１：現況河川の水温（℃）      Ｑ１：放流先の河川流量（ｍ３/秒） 
T２：トンネル湧水等の水温（路線と同程度の深度まで掘削した井戸の水温）（℃）  
Ｑ２：トンネル湧水等の水量（ｍ３/秒） 
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表 １７ 地下水の水温計測結果概要 

 平均水温 備考 

深井戸（西俣付近） １７．２℃ 
・井戸深さ：GL-400m 

・スクリーン深度：GL-348m～-398m 

（参考） 

深井戸（田代ダム付近） 
１０．０℃ 

・井戸深さ：GL-256m 

・スクリーン深度：GL-130m～-250m 

 

 

 

 

  

※１ 深井戸（西俣付近）の平均水温は、これまでの月１回水温計測結果（Ｒ３年８月～Ｒ４年１２月）の

平均値。ただし、Ｒ４年１月～３月は欠測のためデータなし。 

※２ 深井戸（田代ダム付近）の平均水温は、これまでの月１回水温計測結果（Ｈ３０年４月～Ｒ４年１２

月）の平均値。 
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・①西俣ヤード付近の河川水温変化の予測結果を図 ４０にお示しします。 

・春季～秋季は現状の河川水温が高く、河川流量も多いため、トンネル湧水等

の放流による水温変化は小さい結果となっています。一方、冬季は現状の河

川水温が低く、河川流量も少ないため、トンネル湧水等の放流による水温上

昇がみられます。 

・ 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４０ 河川の水温予測結果（①西俣ヤード付近） 

 

 

  

※１ 現況河川水温は、これまでの西俣付近での月１回水温計測結果（Ｈ２６年５月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

※２ トンネル湧水等の水温は、これまでの西俣付近の深井戸での月１回水温計測結果（Ｒ３年８月～Ｒ４年１２月）から各月の 

平均値を算出。ただし、１月～３月は欠測でデータがないため１２月の平均値と同様の値を使用。 

 

水温（℃） 流量（m
3
/秒） 

掘削の進行に伴い
徐々に推移 

   放流先河川流量（予測値） 

      現況河川の水温（実測値） 

     トンネル湧水等の水温（路線と同程度の深度まで掘削した井戸の水温）（℃）（実測値） 

      合流後河川水温（予測値）（湧水量＝0.35m
3
/秒の場合） 

１５℃ 

１０℃ 



 
 

62 

・②椹島ヤード付近の河川水温変化の予測結果を図 ４１にお示しします。 

・四季を通じて河川流量に対するトンネル湧水等の量が大きいため、水温が上

昇する結果となっています。 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４１ 河川の水温予測結果（②椹島ヤード付近） 

 

 

 

  

※１ 現況河川水温は、これまでの椹島付近での月１回水温計測結果（Ｈ２６年５月～Ｒ４年１２月）から各月の平均値を算出。 

※２ トンネル湧水等の水温は、これまでの西俣付近の深井戸での月１回水温計測結果（Ｒ３年８月～Ｒ４年１２月）から各月の 

平均値を算出。ただし、１月～３月は欠測でデータがないため１２月の平均値と同様の値を使用。 

 

水温（℃） 

   放流先河川流量（予測値） 

      現況河川の水温（実測値） 

     トンネル湧水等の水温（路線と同程度の深度まで掘削した井戸の水温）（℃）（実測値） 

      合流後河川水温（予測値）（湧水量＝3.4m
3
/秒の場合）       

流量（m
3
/秒） 

２０℃ 

１３．８℃ 

掘削の進行に伴い
徐々に推移 



 
 

63 

（水温変化の低減対策） 

・完全混合式による水温変化の予測に用いたトンネル湧水量予測最大値は、ト

ンネル湧水低減対策を実施していない条件での予測値を入力しており、予測

上の河川の水温は高くなるような条件で計算をしています。一方、トンネル

湧水等の水温については、実測結果に基づく値を入力しているものの、深度

等によってはこれと異なる可能性を否定できません。 

・トンネル湧水等の水温については、河川への放流前の処理設備内において、

常時計測を行います。実際の水温やトンネル湧水量、河川流量等を踏まえ、

可能な限り放流先河川の水温に近づけられるよう、水温変化の低減対策を実

施していきます。 

・具体的な対策としては、工事排水を分散放流し放流箇所１箇所での急激な水

温変化を低減すること、魚類の産卵場所を回避すること、冬季の水温上昇に

対しては、トンネル湧水をヤード内の沈砂池を経由させ外気に曝すこと、曝

気を行うこと、積雪と湧水を混合してから放流すること、放流口における減

勢工の設置を行うこと等を考えています（図 ４２）。 

・分散放流については、西俣非常口からのトンネル湧水を、工事用道路（トン

ネル）を通じて、千石付近で大井川に流すことも選択肢として考えています。 

・導水路トンネルを通り流れてくるトンネル湧水等は、導水路トンネルの勾配

が緩やか（約０．１％）であることから、時間をかけて流下します。導水路

トンネル内を通過することによる水温変化についても測定を実施し、その結

果を踏まえて、必要な対策を検討、実施してまいります。 

・トンネル湧水量は掘削の進捗に応じて増加していく傾向にあることから、河

川の水温への影響も工事の進捗に応じて徐々に大きくなっていくと考えら

れますが、工事の初期の段階からトンネル湧水や放流先河川の水温について

調査・計測を継続的に実施し、その結果は静岡県専門部会委員や静岡県等へ

速報し、水温の変化を迅速に把握して頂けるようにします。測定は複数地点

で実施し、水温変化がどの程度の範囲にまで及んでいるのか確認していきま

す。合わせて、水生生物の調査も継続して実施し、その結果は静岡県生物多

様性専門部会に定期的に報告していきます。 

・その結果、対策が必要であれば、分散放流箇所の見直しなど、対策の再検討

を行います。 
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図 ４２ 水温変化による水生生物への影響の低減対策（イメージ） 
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（放流先の河川における水温の確認） 

・河川へ放流する前の管理だけでなく、放流先河川においても、水温の計測や

水生生物の調査（「資料２－２ 沢の動植物調査について（案）」参照）を実

施し、放流先河川の状況も継続的に確認します。 

・放流先河川における水温の測定頻度、測定地点は、表 １８、図 ４３の通り

です。 

 

表 １８ 【工事前・工事中】放流先の河川における 

水温の測定頻度・測定地点 

測定 

項目 
測定頻度 測定地点 

水温 
常時 

（工事前から継続して実施） 

排水放流箇所の下流地点を基本とし、

河川の状況により追加する※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４３ 【工事前・工事中】放流先河川の水温の計測地点 

 

※：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ② 工事完了後の対応 

・工事完了後も、トンネル湧水等の放流箇所である椹島ヤード（導水路トンネル

坑口）、千石ヤード（工事用道路トンネルの千石側坑口）において、放流前の

水温を計測し、また、放流箇所下流地点の河川においても、継続して水温の計

測を実施します。 

 

表 １９ 【工事完了後】放流前の測定項目・測定頻度・測定期間 

※:将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行い

ます。 

 

表 ２０ 【工事完了後】放流先河川における測定頻度・測定期間・測定地点 

測定項目 測定頻度※ 測定期間※ 測定地点 

水温 常時 
将来に亘って、継

続して計測を実施 

排水放流箇所の河川下流地点を基本

とし、状況により追加する。 

※:将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行い

ます。 

 

 

  

測定項目 測定頻度※ 測定期間※ 

水温 常時 定常的な状態になるまで 
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図 ４４ 【工事完了後】放流先河川の水温の計測地点 
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 ３）発生土置き場からの排水の水質管理 

 ① 通常土の発生土置き場における水質管理 

  ア.排水設備計画 

・ツバクロ発生土置き場における排水設備計画を図 ４５～図 ４７にお示し

ます。 

・通常土の発生土置き場については、小段毎に排水工や集水枡を設置すること

により雨水等が発生土に浸透する前に集水して速やかに排水し、濁水の発

生自体を抑制します。地山との接続箇所には地山接続排水工を設置するこ

とにより、周囲の地山からの表面水の侵入を防ぎます。 

・また、現地盤に地下排水工を設置するとともに、小段部分や盛土内に水平方

向へ排水できる設備を設置し、縦排水工や雨水排水工を通じて、盛土内に侵

入した水を集めて排水します。縦排水工内に水位計を設置することなどに

より、盛土内の水の状況を確認していきます。 

・集めた排水は、沈砂池等（写真 ４）により適切に処理したうえで、河川へ

放流します。沈砂池については、静岡県盛土条例の内容を踏まえて４ヶ月間

の貯砂容量を備えたものとし、工事中は大雨なども考慮して点検や４か月

に１回程度の浚渫などを行います。 

・排水設備について、静岡県盛土条例に拠れば５年確率における降雨強度（最

大１４０ｍｍ／時程度）以上で設計することが定められており、この降雨強

度に対し２割程度の排水余裕を見込むことと記載されていますが、さらに安

全側な１００年確率における降雨強度（最大１８０ｍｍ／時程度）に対し、

２割の排水余裕を持たせることで、より安全な設計を行いました。 

・他の通常土の発生土置き場についても、ツバクロ発生土置き場と同様に１０

０年確率における降雨強度により設計を実施してまいります。 

・上記の排水設備は、図 ４６に示す通り工事実施段階から適切に設置すると

ともに、シート養生や仮設沈砂池も設けることで、工事実施段階における濁

水の発生を抑制します。 

 

 

 

 

 

 

写真 ４ 沈砂池の例 
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図 ４５ ツバクロ発生土置き場（通常土）の排水設備計画平面図 
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図 ４６ ツバクロ発生土置き場（通常土）の 

排水設備計画横断イメージ図（工事中） 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

図 ４７ ツバクロ発生土置き場（通常土）の 

排水設備計画横断イメージ図（工事完了後） 
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  イ.水質管理 

 ｱ) 工事中の対応 

（放流前の水質管理の基準） 

・河川へ放流する水については、静岡県盛土条例に定める水質基準のうち、自

然由来の重金属等については、表 ２１に示す基準を満たしていることを確

認のうえで放流します（写真 ５）。 

・なお、通常土は発生土の自然由来の重金属等の試験の結果、静岡県盛土条例

に定める土砂溶出量基準を満たしたものであり、この土砂溶出量基準は水

質基準と同値となっていることから、発生土置き場（通常土）から水質基準

を超過する水が排出される可能性は小さいと考えています。 

 

表 ２１ 静岡県盛土条例に定める水質基準（自然由来の重金属等） 

項目 水質基準 
（参考） 

土砂溶出量基準※１ 

（参考） 

土砂含有量基準※２ 

カドミウム 0.003 ㎎/L 以下 0.003 ㎎/L 以下 45mg/kg 以下 

六価クロム 0.05 ㎎/L 以下 0.05 ㎎/L 以下 250mg/kg 以下 

水銀 0.0005 ㎎/L 以下 0.0005 ㎎/L 以下 15mg/kg 以下 

セレン 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

鉛 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ひ素 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ふっ素 0.8 ㎎/L 以下 0.8 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 

ほう素 1.0 ㎎/L 以下 1.0 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 

※１：静岡県盛土条例に定める「土砂等に水を加えた場合に溶出する物質の量に関する基準」 

※２：静岡県盛土条例に定める「土砂等に含まれる物質の量に関する基準」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ５ 放流する水の水質の確認 
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（放流前の水質の測定） 

・静岡県盛土条例では、盛土等区域外に排出される水の調査は、条例に定める

水質基準の物質の種類について、盛土等に着手した日以降６ヶ月ごとに行

うこととされています。 

・河川へ放流する水の水質の測定地点、項目、頻度については、静岡県盛土条

例の規程に基づき表 ２２のとおり考えています。 

・これに加えて、当社の自主的な取組みとして、ＳＳ、ｐＨ、電気伝導度（Ｅ

Ｃ）、水量についても表 ２３のとおり測定していきます。 

 

表 ２２ 【工事中】放流前の水質の測定地点・測定項目・測定頻度 

（通常土の発生土置き場）：静岡県盛土条例に基づく対応 

測定地点 測定項目 測定頻度 

沈砂池等の

流末箇所 

クロロエチレン、四塩化炭素、１,2－ジクロ

ロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジ

クロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、ジ

クロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1

－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シ

アン化合物、水銀及びその化合物、セレン及

びその化合物、鉛及びその化合物、ひ素及び

その化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物、シマジン、チオベンカル

ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機り

ん化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 

盛土等に着手した

日以降６ヶ月ごと

に１回 

 

 

表 ２３ 【工事中】放流前の水質の測定地点・測定項目・測定頻度 

（通常土の発生土置き場）：当社の自主的な取組 

測定地点 測定項目 測定頻度 

沈砂池等の流末箇所 
ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由

来の重金属等、水量 
月 1 回（降雨時等の排水時）※ 

 

 

 

 

 

※：発生土置き場からの定常的な排水の有無や量が不明であるため、月 1回を基本としますが、排水の状況

によっては頻度を変更します。 
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（放流先の河川における水質の測定） 

・当社の自主的な取組みとして、放流先河川においても、水質の計測や水生生

物の調査（令和５年４月１１日の第２１回リニア中央新幹線静岡工区有識者

会議（第８回環境保全有識者会議）「資料２－２ 沢の動植物調査について

（案）」参照）を実施し、放流先河川の状況も継続的に確認します。 

・放流先河川における水質の測定項目、頻度、地点は表 ２４、図 ４８のとお

り計画しています。 

 

表 ２４ 【工事前・工事中】放流先の河川における測定項目・測定頻度・

測定地点（通常土の発生土置き場）：当社の自主的な取組 

測定項目 測定頻度 測定地点 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然

由来の重金属等、

流量 

・工事前：月１回 

・工事中：月１回 

・工事前：排水放流箇所の下流地点※ 

・工事中：排水放流箇所の上流・下流 

地点※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４８ 放流先河川の水質の測定地点（発生土置き場） 

※：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ｲ) 工事完了後の対応 

・発生土置き場の造成完了後は、土砂流出防止に有効なのり面緑化を実施しま

す（発生土置き場の緑化計画は、「資料２－２ 発生土置き場、工事施工ヤー

ドにおける緑化計画について（案）」参照）。緑化されるまでの期間において

も沈砂池を設置することにより、濁水の発生を抑制していきます。 

・静岡県盛土条例では、盛土等区域外に排出される水の調査は、条例に定める

水質基準の物質の種類について、盛土等を完了した後遅滞なく行うこととさ

れています。 

・河川へ放流する水の水質の測定地点、項目、頻度については、静岡県盛土条

例の規程に基づき表 ２５のとおり考えています。 

・これに加えて、当社の自主的な取組みとして、表 ２６のとおり河川へ放流

する水の水質の測定を行っていきます。 

・また、当社の自主的な取組みとして、表 ２７のとおり放流先河川の水質の

測定も継続的に実施します。将来の測定頻度や測定期間については、測定

結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行います。 

 

表 ２５ 【工事完了後】放流前の測定地点・測定項目・測定頻度 

（通常土の発生土置き場）：静岡県盛土条例に基づく対応 

測定地点 測定項目 測定頻度 

沈砂池等の

流末箇所 

クロロエチレン、四塩化炭素、１,2－ジクロ

ロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジ

クロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、ジ

クロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1

－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シ

アン化合物、水銀及びその化合物、セレン及

びその化合物、鉛及びその化合物、ひ素及び

その化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物、シマジン、チオベンカル

ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機り

ん化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 

１回（盛土等を完了

した後遅滞なく） 
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表 ２６ 【工事完了後】放流前の水質の測定地点・測定項目・測定頻度 

（通常土の発生土置き場）：当社の自主的な取組 

測定地点 測定項目 測定頻度 

沈砂池等の流末箇所 
ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由

来の重金属等、水量 
1 回（降雨時等の排水時）※ 

※：測定結果を踏まえて、必要により追加で実施します。 
 

 

表 ２７ 【工事完了後】放流先河川における測定項目・測定頻度・ 

測定期間・測定地点（通常土の発生土置き場）：当社の自主的な取組み 

測定項目 測定頻度 測定期間 測定地点 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由

来の重金属等、流量 
月１回※１ 

将来に亘って、継続

して計測を実施※１ 

排水放流箇所の上流・

下流地点※２ 

※１:将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行

います。 

※2：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ② 対策土の発生土置き場における水質管理 

  ア.排水設備計画 

・藤島発生土置き場における排水設備計画を図 ４９、図 ５０にお示します。 

・表面排水について、遮水シートの上部や側面の覆土に高さ５ｍごとに小段を

設けて盛土していき、小段毎に排水工や集水枡を設置することにより雨水

等が覆土に浸透する前に集水し、降雨時等における濁水の発生を抑制しま

す。 

・対策土からの浸透水については、図 ５０、図 ５１に示すように遮水シー

トの内側に地下排水設備を敷設し、対策土の浸透水を盛土下流側へ設置す

る水処理施設（浸透水処理施設）に集水し、処理設備等により適切に処理

したうえで河川へ放流します。 

・盛土造成作業終了後は都度、対策土の上部に遮水シート等を設置し、浸透

水の発生量を低減します。 

・排水設備の設計は、通常土の発生土置き場と同様に１００年確率における降

雨強度（最大１８０ｍｍ／時程度）に対し、２割程度の排水余裕を持たせた

設計を進めています。 

・これら排水設備に加え、観測井を設置し、対策土に含まれる自然由来の重金

属等が地下水へ漏出していないか、定期的に観測していきます。なお、ボー

リングによる地質調査により、造成予定箇所の地下水位は既設盛土下面より

深い位置にあることを確認しています。また、観測井の設置位置については、

同地質調査により、造成予定箇所の地下水位が大井川の上流側に比べて下流

側の方が低いことを確認していることから、発生土置き場を上流側と下流側

で挟み込むように計画しました。 
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図 ４９ 藤島発生土置き場（対策土）の排水設備計画平面図 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５０ 藤島発生土置き場（対策土）の排水設備計画横断図 
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浸透水処理施設

覆土

対策土

林道

現地盤

：ヤード排水や遮水シート上を流れた水等

：対策土に浸透した水

対策土

二重遮水シート

地下排水工

表面排水工

Ｂ-Ｂ′断面図

作業終了後に都度遮水シート等
を設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５１ 藤島発生土置き場（対策土）の排水処理の流れイメージ（工事中） 
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  イ.水質管理 

 ｱ) 工事中の対応 

（放流前の水質管理の基準） 

・河川へ放流する水については、静岡県盛土条例に定める水質基準のうち、自

然由来の重金属等については、表 ２８に示す基準を満たしていることを確

認のうえで放流します。 

 

表 ２８ 静岡県盛土条例に定める水質基準（自然由来の重金属等） 

項目 水質基準 
（参考） 

土砂溶出量基準※１ 

（参考） 

土砂含有量基準※２ 

カドミウム 0.003 ㎎/L 以下 0.003 ㎎/L 以下 45mg/kg 以下 

六価クロム 0.05 ㎎/L 以下 0.05 ㎎/L 以下 250mg/kg 以下 

水銀 0.0005 ㎎/L 以下 0.0005 ㎎/L 以下 15mg/kg 以下 

セレン 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

鉛 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ひ素 0.01 ㎎/L 以下 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ふっ素 0.8 ㎎/L 以下 0.8 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 

ほう素 1.0 ㎎/L 以下 1.0 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 

※１：静岡県盛土条例に定める「土砂等に水を加えた場合に溶出する物質の量に関する基準」 
※２：静岡県盛土条例に定める「土砂等に含まれる物質の量に関する基準」 

 

 

 

 

  



 
 

80 

（放流前の水質の測定及び対策） 

・河川へ放流する水の水質の測定地点、項目、頻度については、通常土の発生

土置き場と同様に、静岡県盛土条例の規程に基づき表 ２９のとおり考えて

います。 

・これに加えて、当社の自主的な取組みとして、表 ３０のとおり河川へ放流

する水や地下水の水質の測定を行っていきます。 

・浸透水処理施設には自然由来の重金属等の処理設備を設置して、浸透水を処

理するほか、遮水シート上部からの雨水等を集水する沈砂池内の水や近傍

の沢水などを混合させて希釈することなどにより、表 ２８に示す水質基準

以下に処理したうえで河川へ放流します。 

 

表 ２９ 【工事中】放流前の水質の測定地点・測定項目・測定頻度 

（対策土の発生土置き場）：静岡県盛土条例に基づく対応 

測定地点※ 測定項目 測定頻度 

01：浸透水処理施設内 

（対策土の浸潤水） 

 

02：沈砂池等の流末

箇所（ヤード排水や

遮水シート上からの

排水等） 

クロロエチレン、四塩化炭素、１,2－ジクロ

ロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジ

クロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、ジ

クロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1

－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シ

アン化合物、水銀及びその化合物、セレン及

びその化合物、鉛及びその化合物、ひ素及び

その化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物、シマジン、チオベンカル

ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機り

ん化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 

盛土等に着手

した日以降６

ヶ月ごとに１

回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※測定地点は図 ５２参照。 
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表 ３０ 【工事中】放流水等の水質の測定地点・測定項目・測定頻度 

（対策土の発生土置き場）：当社の自主的な取組み 

測定地点※１ 測定項目 測定頻度 

01：浸透水処理施設内 

（対策土の浸透水） 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由来

の重金属等、水量 
工事中：排水前にその都度 

0２：沈砂池等（ヤード排水や

遮水シート上からの排水等） 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由来

の重金属等、水量 

工事中：月１回（降雨時等の

排水時）※２ 

0３：観測井（地下水） 
ｐＨ、ＥＣ、自然由来の重

金属等、水位 

・工事前：四半期に１回 

・工事中：月１回 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５２ 【工事前・工事中】藤島発生土置き場（対策土）の放流水等の 

水質測定地点イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

※１：測定地点は図 ５２参照。 

※２：発生土置き場からの定常的な排水の有無や量が不明であるため、月 1回を基本としますが、排水の

状況によっては頻度を変更します。 
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（放流先の河川における水質の測定） 

・当社の自主的な取組みとして、河川へ放流する前の管理だけでなく、放流先

河川においても、水質の測定や水生生物の調査（令和５年４月１１日の第２

１回リニア中央新幹線静岡工区有識者会議（第８回環境保全有識者会議）「資

料２-２ 沢の動植物調査について（案）」参照）を実施し、放流先河川の状

況も継続的に確認します。 

・放流先河川における水質の測定項目、測定頻度、測定地点は、表 ３１、図 

４８のとおり計画しています。 

 

表 ３１ 【工事前・工事中】放流先の河川における測定項目・測定頻度・

測定地点（対策土の発生土置き場）：当社の自主的な取組み 

測定項目 測定頻度 測定地点※ 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由

来の重金属等、流量 

・工事前：月１回 

・工事中：月１回 

・工事前：放流箇所の下流地点 

・工事中：放流箇所の上流・下流地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ｲ) 工事完了後の対応 

・工事完了後は、二重遮水シートや覆土等により対策土の封じ込めを行い、適

切に維持管理していくことで、水質基準を超過する水が排水されることがな

いようにしていきます。 

・静岡県盛土条例では、盛土等区域外に排出される水の調査は、条例に定める

水質基準の物質の種類について、盛土等を完了した後遅滞なく行うこととさ

れています。 

・河川へ放流する水の水質の測定地点、項目、頻度については、静岡県盛土条

例の規程に基づき表 ３２のとおり考えています。 

・これに加えて、当社の自主的な取組みとして、表 ３３のとおり河川へ放流

する水の水質の測定を行っていきます。測定の結果、表 ２８に示す水質基

準を超過する水が確認された場合には、適切に処理を行います。 

・また、当社の自主的な取組みとして、表 ３４のとおり放流先河川の水質の

測定も継続的に実施します。将来の測定頻度や測定期間については、測定

結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行います。 

 

表 ３２ 【工事完了後】放流前の測定地点・測定項目・測定頻度 

（対策土の発生土置き場）：静岡県盛土条例に基づく対応 

測定地点※ 測定項目 測定頻度 

01：浸透水処理

施設内（対策土

の浸透水） 

 

02：沈砂池等の

流末箇所（ヤー

ド排水や遮水シ

ート上からの排

水等） 

クロロエチレン、四塩化炭素、１,2－ジクロ

ロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジ

クロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、ジ

クロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1

－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シ

アン化合物、水銀及びその化合物、セレン及

びその化合物、鉛及びその化合物、ひ素及び

その化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素

及びその化合物、シマジン、チオベンカル

ブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機り

ん化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 

１回（盛土等を

完了した後遅滞

なく） 

 

 

 

 

 

※測定地点は図 ５３参照。 
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浸透水処理施設

覆土林道

現地盤

：ヤード排水や遮水シート上を流れた水等

対策土

二重遮水シート

地下排水工

表面排水工

B-B’断面図

表 ３３ 【工事完了後】放流水等の水質測定地点・測定項目・測定時期・

頻度（対策土の発生土置き場）：当社の自主的な取組み 

測定地点※１ 測定項目 測定時期・頻度 

01：浸透水処理施設内 

（対策土の浸透水） 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由来

の重金属等、水量 

排水前にその都度（将来に亘っ

て継続的に調査を実施）※２ 

0２：沈砂池等（ヤード排水や

遮水シート上からの排水等） 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由来

の重金属等、水量 
１回（降雨時等の排水時）※３ 

0３：観測井（地下水） 
ｐＨ、ＥＣ、自然由来の重

金属等、水位 

水質が定常化するまでは月１回 

水質定常化後も将来に亘って

継続的に調査を実施※２ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 ５３ 【工事完了後】藤島発生土置き場（対策土）の放流水等の 

水質測定地点イメージ 

※１：測定地点は図 ５３参照。 

※２：将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を行います。 

※３：測定結果を踏まえて、必要により追加で実施します。 
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表 ３４ 【工事完了後】放流先の河川における測定項目・測定頻度・ 

測定地点（対策土の発生土置き場）：当社の自主的な取組み 

測定項目 測定頻度 測定地点 

ＳＳ、ｐＨ、ＥＣ、自然由

来の重金属等、流量 

水質が定常化するまでは月１回 

水質定常化後も将来に亘って継続的

に調査を実施※１ 

放流箇所の上流・

下流地点※2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１：将来の測定頻度や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検討を

行います。 

※２：測定地点については、今後、地域の皆さまへ具体的な場所をお示しながら対話をしていきます。 
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 ４）生活排水の水質管理 

・生活排水について、循環型の風呂を使用し、浴槽から出る排水量を１/３程

度に抑制するなど、排水量の抑制を図っていきます。また、高度浄化装置に

より適切に処理したうえで、河川へ放流します。なお、生活用水は、工事施

工ヤードに設置する井戸または近傍の沢等から取水を行います。 

・高度浄化装置における生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の管理基準を表 ３

５にお示しします。 

・南アルプスの地域特性を踏まえ、現時点で最高水準の処理能力を有する高度

浄化装置を設置し、一律排水基準及び大井川水域の上乗せ排水基準より厳し

い値を水質管理基準として設定しました。 

 

表 ３５ 高度浄化装置における管理基準（ＢＯＤ） 

項目 管理基準 

（参考） 

排水基準 

許容限度 

（参考） 

上乗せ排水基準

（大井川水域） 

許容限度 

（参考） 

環境基準 

（AA） 

基準値 

ＢＯＤ ５ｍｇ/Ｌ以下 

160mg/L 

（日間平均

120mg/L） 

20mg/L 

（日間平均

15mg/L） 

1mg/L 以下 

 

水質汚濁防止法等に基づく排水基準として、大井川水域ではＢＯＤは最大２
０ｍｇ／Ｌ以上、日間平均１５ｍｇ/Ｌ以下が定められていますが、南アルプス
の地域特性を踏まえ、現時点で最高水準の処理能力を有する高度浄化装置を設
置し、表 ３５に示す基準値で管理していきます。 

 

・また、高度浄化装置では滅菌処理を行うため、大腸菌群数はほぼ０の状態で

放流します。 

・高度浄化装置においては、法令等に基づき、ｐＨ、ＤＯ、残留塩素濃度、Ｂ

ＯＤ等を測定します。また、点検・整備を行うことで、性能を維持するとと

もに、処理状況を定期的に確認します。 

・これまで、約１００名が宿舎を利用していた際にも、高度浄化装置により処

理したうえで河川へ放流を行っていますが、処理状況等は問題がないことを

確認しています（「資料４別冊 これまでに実施した水質の現地測定結果 

P20～28」参照）。 
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固形物の
分離・貯留

汚水

流入

生物処理
（有機物・窒素・リンの分解）

膜処理
（SS・大腸菌等除去）

消毒
（塩素接触）

放流

自然流下 ポンプ

ポンプ（予備） ※

※ 浄化槽のタンク間のポンプは２重系とします。
通常時は交互運転を行い、一方のポンプ異常時にも設備を止めることなく処理可能です。

・高度浄化装置は、接続する宿舎・事務所の最大排水量に対応するものを設置

します。また、図 ５４に示すとおり、浄化装置のポンプは二重系化すると

ともに、現地の作業員により設備の異常の有無を毎日確認し、浄化槽の異常

を認めた場合、接続する設備を一時使用停止とします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５４ 高度浄化装置の概略模式図 

 

・高度浄化装置は、停電に備え予備の電源を確保しています。さらに、異常時

に備えて、予め汲み取り式トイレを配備しておくとともに、直ちに浄化槽の

専門業者を手配します。こうした取扱いについてはマニュアル化し、確実に

実行できるようにいたします。 

・以上のとおり、河川放流前の水質管理を前提としていますが、放流先河川に

おいても、水質や水生生物の測定、調査を実施します（「資料２－２ 沢の

動植物調査について（案）」）。 

・工事前・工事中の放流先河川における生活排水に係る測定項目・測定頻度・

測定地点は、表 ３６、図 ５５にお示しします。工事完了後は、放流先河川

の水質が定常的な状態になるまでの間、計測を実施します。将来の測定頻度

や測定期間については、測定結果や地域の皆さまからのご意見を踏まえて検

討を行います。 

 

表 ３６ 【工事前・工事中】放流先の河川における 

生活排水に係る測定項目・測定頻度・測定地点 

測定 

項目 
測定頻度※ 測定地点 

ＢＯＤ、 

大腸菌群数 

工事前：１回（低水期） 

工事中：毎年１回（低水期） 

生活排水を放流する箇所（宿舎）

の下流地点 
※生活排水の放流開始後１年間及び作業員が最大となる１年間は、それぞれ初期及び最盛期における処理

状況を確認するために、１回／月の頻度で実施（異常値を確認した場合などは継続して１回／月の頻度

で実施）。 
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図 ５５ 各宿舎の位置図 

 

以上、１）トンネル湧水等の水質管理、２）トンネル湧水等の水温管理、３）

発生土置き場からの排水の水質管理、４）生活排水の水質管理においてお示しし

た水質や水温等の測定結果については、静岡県等に報告し、公表します。具体的

な報告方法や公表方法等については、今後、静岡県等、地域の皆さまにご相談さ

せて頂きながら検討していきます。なお、これまでの測定結果については、既に

静岡県等に報告し、弊社ホームページにおいて、公表しています。 
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（参考）ＪＲ東海モデルの概要 

・環境影響評価では、トンネル工事による水資源への影響の程度を把握し、

水資源の環境保全措置を検討するため、南アルプストンネル全域を対象

に、掘削開始から掘削完了後２０年間の期間において水収支解析による予

測を行いました 

・解析はトンネル水収支モデル（解析コード：ＴＯＷＮＢＹ）を用いて算出

しました。このモデルは鉄道技術研究所（現鉄道技術総合研究所）で１９

８３年に開発され、その後も改良が加えられ、鉄道をはじめ道路、水路な

ど多数の山岳トンネルに適用されてきた実績のある手法です。 

・主な適用事例は、筑紫トンネル（福岡県・佐賀県：九州新幹線）、新田原坂

(しんたばるざか)トンネル（熊本県：九州新幹線）、小鳥(おどり)トンネル

（岐阜県：高山清見道路）、青崩(あおくずれ)トンネル（静岡県・長野県：

三遠南信自動車道）などです。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５６ JR 東海モデルのイメージ 
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・解析条件は以下の通りです。 

 

解析条件 JR 東海モデルの概要 
１）解析領域 【解析範囲】 

以下のとおり設定しています。 

図 ５７のとおり、南アルプス地域（長野県・山梨県を含む）を包

括し、河川等の深い谷地形に沿った範囲 

 

（解析領域） 

面積 ５４５．４ｋｍ２ 

（東西４１．１ｋｍ､南北２５．２ｋｍ） 

鉛直方向 標高１００～３，２２５ｍ 

 

（ブロック設定） 

平面ブロック数：５４，５４０個 

ブロックの大きさ：１００×１００×２５ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５７ JR 東海モデルの解析領域 

 

【境界条件】 

以下のとおり設定しています。 

・モデル外周（側面）および底面の地下水は閉鎖条件（域外への流

出なし） 

・地表部は地下水位が地表面よりも高くなった場合に、その部分の

地下水を地表水として流出 

・モデル外周（側面）の地表水は域外へ流出 
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２）地質構造 以下のとおり設定しています。 

図 ５８及び図 ５９に示すとおり、 

・断層部において、通常、不透水層の存在や地層の硬軟が繰り返し

出現し、その性状（透水係数等）はばらつきを示すことが考えら

れますが、解析上においては、断層部が存在すると考えられるブ

ロックは一括りに大きな透水係数を設定 

・トンネル構造物としての吹き付けコンクリート、防水シート、覆

工コンクリート等がない状態と仮定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５８ JR 東海モデル 地質平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５９ JR 東海モデル 地質断面図（静岡県付近） 
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３）水理定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【透水係数】 

以下のとおり設定しています。 

表 ３７に示すとおり、 

・断層部が存在すると考えられるブロックは一括りに大きな透水

係数を設定 

・湧水圧試験の結果をもとに、頁岩、砂岩頁岩互層の新鮮岩を基準

に初期値を設定 

・最終的にモデルへ入力する値は、河川流量の実測値と予測値との

再現性の検証において、初期値を段階的に変更し、最も再現性の

良かった組合せから設定 

 

表 ３７ ＪＲ東海モデル 透水係数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有効間隙率】 

以下のとおり設定しています。 

表 ３８に示すとおり、 

・有効間隙率試験の結果をもとに、各岩種の新鮮岩の有効間隙率の

初期値を１％と設定 

・最終的にモデルへ入力する値は、河川流量の実測値と予測値との

再現性の検証において、初期値を段階的に変更し、最も再現性が

良かった組合せから設定 

 

表 ３８ ＪＲ東海モデル 有効間隙率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 

４）気象条件 【降水量】 

以下のとおり設定しています。 
 
・木賊（とくさ）観測所（標高：１，１７５ｍ）の観測データ（１

９９７～２０１２ 年）から日別に平均した値を作成 

・メッシュ平年値に基づいて、木賊観測所が位置するメッシュとそ

の他の各メッシュの降水量比を算出 

・各メッシュの降水量は、木賊観測所の日別平均値に各メッシュの

降水量比を乗じて推定 

・モデル入力データの作成段階での検証において、各メッシュの降

水量の設定は過小な推定であると考えられたため、年間総流量

（実測値）とあうように各メッシュの降水量を補正する（大きく

する）こととした。最終的にモデルへ入力する各メッシュの降水

量は、大井川上流域（田代測水所よりも上流の流域）で、計算上

約４，２００ｍｍの降水量と推測 

 

 

【蒸発散量】 

以下のとおり設定しています。 

・気象庁井川観測所（標高：７７０ｍ）の気温観測データ（１９９

７～２０１２年）から日別に平均した気温データを作成 

・各メッシュの気温は、気温上昇率（０．５４℃/１００ｍ）を用

いて、井川観測所の日別平均値を補正し、標高区分別（５００ｍ

ごと）の推定気温データを作成 

・標高区分別の推定気温データを用いてソーンスウェイト法によ

り、標高区分（５００ｍごと）の月平均蒸発散量を算出 

・各メッシュの標高から、該当する標高区分別の蒸発散量を入力 

 

ソーンスウェイト法：『丈の低い緑草で密に覆われた地表面から、

水不足の起こらないように給水した場合に失われる蒸発散量』と

定義された最大可能蒸発散量を算出する方法 

 

 

 


